
西日本電信電話株式会社
　当社は、先進的なICT技
術により新しい価値を創造
し、「豊かな生活、活力のあ

る安心・安全な社会」に向け、安定的な電気通信サービスや
IoT・AI時代に魅力的なソリューションを提供すべく事業を
行っております。
　また、お客さまのご意見やご要望を大切に受け止め、サー
ビス改善につなげる活動も実施しております。
　NACS賛助会員として、今後も社会貢献できるよう努めて
まいります。よろしくお願いいたします。

消費者トラブルなんでも110番消費者トラブルなんでも110番
～これって払わなくてはいけないの？ ～不当請求・架空請求なんでも110番～

１１月３日（土）・４日（日）実施報告

　２日間の相談受付件数は、東京・大阪合計で８７件に上りました。
　「５日前に契約した結婚式のキャンセル料を請求されているが、支払わなく
てはならないか」との若いカップルからの相談、「コインパーキングのチケット
を紛失し、違約金３万円を請求された」という男性からの相談、「解約したはず
のクレジットカードからの請求を受けた」、「探偵を依頼した業者からの高額過

ぎる請求」など、相談は多岐に渡りました。
　さらには、「『法務省管轄支局』を名乗る『総合消費料金』が未納というハガキでの請求に関する相談」の件数は、全相談数
の６分の１を占めました。同じく、メールやＳＭＳを利用した架空と思われる請求に関する相談を合わせると、４分の１近
くを占めました。また、美容医療関連、リフォーム関連、ネットでの情報商材や仮想通貨などをめぐる不当や架空な請求も
見受けられ、消費者が様々な商品、サービス、商法において、不当・架空な請求を受けている実態が浮き彫りになりました。
　新手の手法により、消費者が不当・架空な請求を受けている状況は後を絶ちません。こうした現状を受け、景品表示法、
消費者契約法、特定商取引法、電気通信事業法等の改正が行われていますが、被害の救済には十分とは言えません。110番
に寄せられた相談内容を精査分析するなかで、改正法での課題も見えてくると思われます。110番の報告書は2019年１月
に公表の予定です。

　新年明けましておめでとうございます。
　この度、NACSの会長に就任した河上です。NACSという大きな団体の会長として、何処までのことができるか心許ない限
りですが、NACS30年の伝統を大切にしながらも、消費者により沿って消費者のためにNACSならではの活動ができるよう、
消費者団体としての旗色を鮮明にしつつ、精一杯頑張っていきたいと考えています。また今年は、機会があれば各支部に伺い、
会員の皆様と直接にお話ができればと考えております。
　昨年は、異常な気象（最近は毎年のように異常ですが）によって、各地に多くの被害が生じました。それだけに、消費者基本
法2条の基本理念の冒頭に掲げられた「国民の消費生活における基本的需要が満たされ,その健全な生活環境が確保される中
で････」というところが、いかに大切かを痛感させられています。
　消費者契約法の改正や民法の成年年齢引き下げ等、大きな時代の変化のなかで、制度的改変もすすみ、消費者自身がもっと
もっと学ぶべき必要があり、多くの高齢者や若者に対する消費者教育の実践や見守りも大切な仕事になります。これからも、
皆さんの活動を支援しつつ、手を取り合って前進したいと思います。NACSが良くなれば、日本の消費者政策も良くなると信じ
て、一歩一歩、歩みを進めていかねばなりません。多様な出自のメンバーを含むNACSの強みを活かして、ともに頑張りましょう。

経済産業省
商務・サービス審議官　

藤木 俊光

　新年おめでとうございます。
　日頃より貴協会の皆様には、様々な局面において経済産業省の
施策の普及にご協力を賜り、心から御礼申し上げます。
　平成２９年に組織再編を行い、GDPの７割を占める消費の活性
化を一体的に行うべく商務・サービスグループとなってから、貴協
会からも様々な場面でご意見を頂戴しつつ「プレミアムフライデー」
「キャッシュレス」「万博誘致」などの施策を進めてまいりました。良
質な商品・サービスが生まれ続け、消費が活性化されていくため
には、消費者の声、消費者の目線が必要不可欠です。
　IoTやシェアリングエコノミーの進展に伴って、消費のあり方や消
費者と企業との関係性が大きく変化する中で、消費者利益の最大
化及び健全な産業の育成・振興のためには、貴協会の会員である
消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員の皆様による生活
の安心・安全の確保や商品・サービスの向上のための助言・提
案・教育等による消費者理解のための活動が必要不可欠です。
　また、消費者視点を重視した企業の活動、そしてイノベーション
がますます重要な鍵を握ることになり、消費者と企業の架け橋であ
る貴協会の重要性もますます増してきているところです。
　昨年３０周年を迎えられた貴協会が、「消費者利益と企業活動の
調和を図り、社会に貢献する」という理念の下、本年も引き続き消
費者と企業と行政との橋渡し役として、また豊かな社会を築いてい
くための牽引役として、一層ご活躍されることに期待します。
　みなさまのご健勝とますますのご発展を祈念しつつ、新年の挨
拶といたします。

公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会

会長  河上 正二

  　競輪補助事業

インフォメーションインフォメーション

●事務局からのお知らせ
編 集 後 記

【変更届の提出について】 
会員登録の内容(御社名・ご担当者名・電話番号・ＦＡＸ・メールアドレス等)
に変更がございました場合は、変更内容をＦＡＸもしくは郵送にて事務局まで
お知らせください。各種資料をお届けするためにもご協力をお願い致します。 
ＦＡＸ ０３－６４３４－１１６１

平成31年  年頭所感

30年度に賛助会員としてご入会いただいた企業・団体30年度に賛助会員としてご入会いただいた企業・団体

　平成31年の新春を迎え、謹んでお慶びを申し上げます。貴協
会の皆様におかれましては、平素から当庁の施策の推進にご協
力いただき、誠にありがとうございます。
　昨年は、消費者契約法の改正、食品表示法の改正といった制
度面の見直し、法と証拠に基づく厳正かつ適切な行政処分、季
節ごとの注意喚起など、取引・表示・安全の各分野において
取組を行ってまいりました。また、成年年齢引下げを内容とする
改正民法が成立したことを踏まえて消費者教育の一層の充実・
強化を図るとともに、全国共通の電話番号である消費者ホット
ライン「１８８（いやや）」の普及にも取り組んでおります。
　当庁は、本年９月の創立10周年を見据えて、これまでの取組
の強化はもちろん、ＳＤＧｓを始めとした国際的な動向、地方創
生を始めとした地域の活性化等に資する新たな取組を積極的
に進めています。これらの取組が実効的に機能するためには、
消費生活に関する専門家団体としての皆様のご活動、特に消
費者目線で行政・企業と消費者との連携に取り組んでくださっ
ている皆様のお力添えが不可欠です。本年も会員の皆様の引き
続きのご支援・ご協力をお願
い申し上げる次第です。
　結びに、昨年６月に設立30
周年を迎えられた貴協会の更
なるご発展と会員の皆様のご
健勝を祈念しまして、新年のご
挨拶とさせていただきます。

消費者庁
長官　

岡村 和美

日清食品ホールディングス株式会社
　当社は、チキンラーメンやカッ
プヌードルでお馴染みの食品
メーカーです。長年お客様に支
えて頂いたおかげで、世界初の

インスタントラーメンである「チキンラーメン」が昨年60周
年を迎えることが出来ました。我々は、さまざまな「食」の可
能性を追求し夢のあるおいしさを創造する事、並びに、お客
様の健康と安全を優先した商品をご提供する事を使命として
おります。NACS賛助会員として今後も食の楽しみと共に安
全と安心をお届けできるように努めてまいります。

一般財団法人日本情報経済社会推進協会
　JIPDECは、誰もが安心・安全
に情報を利活用できる社会基盤
の確立を目指し、公益的な視点

から個人情報保護を推進する「プライバシーマーク制度」の
運用や認定個人情報保護団体の活動、メールのなりすまし対
策等インターネット上の情報の信頼性確保に向けた環境の整
備、データ活用推進のための課題解決の支援等を行っていま
す。今後、賛助会員としてNACSの皆様とより一層連携し、
消費者・事業者双方の声を活かした活動を行いたいと考えて
おります。

　弁護士として消費者事件に取り組む中
で、消費者問題や消費社会の現実について
理解を深めたいと思い、消費生活アドバイ
ザー資格を取得しました。従前は個人会員
としてNACSの活動に参加させていただい
ておりましたが、会の活動に参加する中
で、消費者教育や啓発活動の重要性を実感

することができました。今後は、事務所としてもNACS賛
助会員となり、社会に貢献して行きたいと考えておりま
す。どうぞ宜しくお願いいたします。

愛三西尾法律事務所

　新体制で二回目の発行。会員の皆様に本部の動きが伝わる
紙面づくりを目指して試行錯誤中です。また編集者と地方特派
員を募集中です。関心のある方は広報委員会まで。      （永沢）
 広報委員会で「10大トピックス」を選びながら、今年もいろい
ろな事故・事件があったなあ…と一年を振り返りました。新年は
平和な一年になりますように！                               （伊藤）
　今号より連載コラム「今を調べて将来を開く」がスタートしま
した。多士済々の消費生活研究所研究員の皆様がどんな将
来を指し示してくださるのか、皆様乞うご期待！           （河嶋）

公益社団法人
日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会
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